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羽子子発第５５４１号 

                              平成３０年７月２０日 

 

羽村市子ども・子育て会議 

会 長  松本 多加志 様 

 

                       

                        羽 村 市 長  並 木  心 

 

 

利用者負担額等について(諮問) 

 

 

羽村市子ども・子育て会議条例(平成２５年条例第２６号)第２条の規定に基づき、 

下記事項について諮問します。 

 

 

記 

 

 

１ 子ども・子育て支援法に基づき市が定める利用者負担額について 

 

 

２ 学童クラブ育成料について 
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２ 羽村市子ども・子育て会議委員名簿 

 構  成 所  属  等 氏  名 備考 

1 

知識経験者 

武蔵野短期大学客員教授 松 本 多加志  

2 山梨英和大学特任教授 近 藤   弘  

3 

市内教育施設の

代表者 

羽村市私立幼稚園協会 

五ノ神幼稚園 園長 
池 田 文 子  

4 

羽村私立小学校校長会 

 羽村市立栄小学校 校長 
小 山 夏 樹 任期：～H31.3 

羽村市立小学校校長会 

羽村市立東小学校 校長 
西 山 豪 一 任期：H31.4～ 

5 
市内保育施設の

代表者 

羽村私立保育園協議会 

富士みのりこども園 園長 
堀 川 芳 江  

6 株式会社みらい代表取締役 松 尾 紀 子  

7 

子どもの保護者 

市立幼稚園保護者の代表者 

 ルーテル羽村幼稚園保護者会 
原 島 陽 子 任期：～H31.3 

私立幼稚園保護者の代表者 

羽村善隣幼稚園保護者会 
西 本 真莉子 任期：H31.4～ 

8 
私立保育園保護者の代表者 

 太陽の子保育園保護者会 
小 山 紗和子  

9 

公 共 的 団 体 の 

代表者 

羽村市社会福祉協議会事務局 中 野 良 次  

10 
羽村市民生児童委員協議会 

 子育て支援部会 会長 
高 橋 知津子  

11 東京都立川児童相談所 所長 鈴 木 香奈子  

12 
市 内 事 業 所 の 

代表者 

日野自動車株式会社羽村工場 吉 田 美 鈴  

13 伊吹石油ガス株式会社 山 﨑   亮  

14 

市民公募委員 

公募 小 林 浩 一  

15 公募 関 口 英 代  
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３ 子ども・子育て会議の審議経過（利用者負担額等の諮問に関す

る審議経過） 

開催日 審議内容 

平成 30年 7月 20日（金） 
・諮問 

・利用者負担額等の概要説明 

平成 30年 9月 13日（木） 
・利用者負担額等の現状と課題 

・利用者負担額等の見直し時期について審議 

平成 31年 2月 7日（木） ・利用者負担額（保育料）見直しについて審議 

平成 31年 3月 14日（木） ・利用者負担額（保育料）見直しによる影響額説明 

令和元年 5月 23日（木） ・学童クラブ育成料見直しについて審議 

令和元年 6月 28日（金） ・答申書（案）について検討 

令和元年 7月  日（ ） ・答申書を市長に提出 
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利用者負担額等の現状と課題 

 

 

 

（１）利用者負担額（保育料） 

 【現状】 

子ども・子育て支援新制度における利用者負担額は、国が定める水準（国基準）

を上限として、世帯所得等を勘案して市町村が定めることとされており、羽村市の

利用者負担割合（平成 29 年度決算ベース）額は、認定区分ごとに以下のとおりと

なっている。 

1 号認定・・・国基準の 100％ 

2 号認定・・・国基準の 36.7％（26 市中最も低い） 

3 号認定・・・国基準の 49.9％（26 市中低いほうから 6 番目） 

【課題】 

利用者負担額の設定については、従来は所得税を用いることが原則とされていた

が、子ども・子育て支援新制度においては、市民税を用いることが原則となった。 

羽村市では、切り替えによる市民への影響を考慮し、新制度で新設された 1 号認

定（3 歳以上の教育認定）を除き、引き続き所得税による運用を継続してきたが、

認定区分により所得税と市民税が混在すること、また、所得税で運用していること

による事務的な不都合が生じていることから、2 号認定（3 歳以上の保育認定）、3

号認定（3 歳未満の保育認定）についても時期を捉えて市民税へ切替えていく必要

がある。 

 

 

（２）学童クラブ育成料 

 【現状】 

月額 4,000 円（定額） 

利用者負担割合 28.6％（26 市中高い方から 4 番目） 

 【課題】 

他市町村の育成料と比較する中で現行の料金が適当であるか検証する必要がある。 
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順 位

1 八王子市 50.9% 15

2 立川市 48.9% 9

3 武蔵野市 50.5% 13

4 三鷹市 44.7% 4

5 青梅市 52.1% 19

6 府中市 53.5% 21

7 昭島市 55.0% 22

8 調布市 41.7% 2

9 町田市 55.6% 24

10 小金井市 41.3% 1

11 小平市 51.7% 17

12 日野市 45.8% 6

13 東村山市 51.4% 16

14 国分寺市 50.5% 13

15 国立市 49.5% 10

16 福生市 44.0% 3

17 狛江市 49.9% 12

18 東大和市 49.6% 11

19 清瀬市 48.6% 8

20 東久留米市 57.1% 25

21 武蔵村山市 47.0% 7

22 多摩市 51.7% 17

23 稲城市 53.0% 20

24 羽村市 45.4% 5

25 あきる野市 58.4% 26

26 西東京市 55.3% 23

50.1%

26市における利用者負担額の国基準額
に対する徴収割合(2号・3号)

26市平均

平成29年度
ＮＯ 市　　名
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順位 順位

1 八王子市 51.0% 9 51.4% 19

2 立川市 56.8% 16 69.3% 26

3 武蔵野市 50.9% 8 50.2% 16

4 三鷹市 55.5% 12 42.1% 9

5 青梅市 52.0% 10 52.1% 20

6 府中市 57.2% 18 50.2% 16

7 昭島市 62.0% 24 48.0% 12

8 調布市 46.0% 3 37.7% 3

9 町田市 59.0% 22 52.7% 22

10 小金井市 45.3% 2 37.5% 2

11 小平市 56.9% 17 44.4% 11

12 日野市 49.5% 5 41.9% 8

13 東村山市 52.3% 11 56.1% 24

14 国分寺市 42.1% 1 57.8% 25

15 国立市 60.8% 23 39.0% 4

16 福生市 47.7% 4 41.8% 7

17 狛江市 49.9% 7 49.9% 14

18 東大和市 57.6% 19 43.4% 10

19 清瀬市 57.6% 19 41.1% 6

20 東久留米市 58.0% 21 55.2% 23

21 武蔵村山市 56.5% 14 39.9% 5

22 多摩市 55.5% 12 50.0% 15

23 稲城市 56.7% 15 52.3% 21

24 羽村市 49.9% 6 36.7% 1

25 あきる野市 68.1% 26 51.2% 18

26 西東京市 62.8% 25 48.9% 13

54.5% 47.7%26市平均

26市における利用者負担額の国基準額
に対する認定区分別徴収割合

0～2歳児（3号児） 3歳児以上（2号児）

平成29年度決算

市名No.
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利用者負担額の改定実施時期について

（１） 平成31年4月に実施した場合

内容 判定 メリット デメリット

・半年後に無償化を控える中での改定は利用者に理解され難い。

・周知期間が短い。

・改定内容に影響を与える可能性がある無償化の動向が不明確。

2号・3号とも市民税切替のみ△ ・改定の影響が少ない。 －

・2号より負担割合が高い3号のみを引き上げることは理解が得られない。

・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

・歳入減

・負担割合が26市平均を下回る3号を引き下げることは理解が得られない。

・全体の負担割合が下がる（平成31年度のみ）。

・歳入増（平成31年度のみ）

・負担割合が26市中最も低い2号を引き上げることは一定の理解は得られる。

・歳入増

・負担割合が26市中最も低い2号を引き上げることは一定の理解は得られる。

・歳入増（平成31年度のみ） ・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

・負担割合が26市中最も低い2号を引き上げることは一定の理解は得られる。 ・負担割合が26市平均を下回る3号を引き下げることは理解が得られない。

・歳入減

・負担割合が26市中最も低い2号を引き下げることは理解が得られない。

・全体の負担割合が下がる（平成31年度のみ）。

・負担割合が26市中最も低い2号を引き下げることは理解が得られない。

・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

・歳入減

・負担割合が26市中最も低い2号を引き下げることは理解が得られない。

・全体の負担割合が下がる（平成31年度のみ）。

（２） 平成32年4月に実施した場合

内容 判定 メリット デメリット

・無償化の動向を勘案して改定することが可能

・周知期間の十分な確保が可能

3号市民税切替のみ △ ・改定の影響が少ない。 －

3号↑ △ ・歳入増 ・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

・歳入減

・負担割合が26市平均を下回る3号を引き下げることは理解が得られない。

（３） 事務局案

　【改定実施時期】

　　平成３２年４月

　【理　由】　

　　改定内容に拘らず、平成31年4月実施とした場合のデメリットが大きいため。

3号↓ × －

×

2号市民税切替のみ／3号↑× ・歳入増

2号↓／3号↑ × ・歳入増

実施時期に係る共通事項 －

・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

2号・3号とも↓

－

－

－

・無償化において質の向上を伴わない引き上げは制限される可能性あり。

実施時期に係る共通事項

2号↑／3号市民税切替のみ

2号・3号とも↑

2号↑／3号↓

2号↓／3号市民税切替のみ

△

×

×

△

2号市民税切替のみ／3号↓× －
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利用者負担額（保育料）改定案について 

 

改定案の基本的な考え方とその根拠は以下のとおり。 

 

（１）利用者負担額（保育料）の算定方法を現行の所得税から市民税へ切り替える。 

【根拠】 

子ども・子育て支援新制度においては、所得税での算定も例外的に認められているも

のの、市民税による算定が原則とされており、所得税で運用していることの事務的な

不都合が生じているため。 

 

（２）改定は据え置きを基本としつつ、旧Ｄ５階層以降の間差を平準化する。 

【根拠】 

① 羽村市における 3 号認定（0～2 歳保育）の国基準徴収額に対する利用者の負担割

合は、平成 29年度決算ベースで 49.9％（26市平均 54.5％）と、26市中 6番目に低い

数値となっており、受益者負担の適正化の視点からは引き上げることの妥当性も認め

られなくはない。 

しかしながら、本年 10 月から実施される幼児教育・保育の無償化により、1 号認定

（3歳以上教育）と 2号認定（3歳以上保育）の保育料が無料となる中で、3号認定の

保育料を引き上げることは利用者の理解が得られないと考えられるため。 

 

② 国が設置した有識者による検討会の報告においても、質の向上を伴わない保育料

の引き上げは望ましくない旨が示されているため。 

 

③ 国基準徴収額に対する利用者の負担割合について、これまで 26 市では、2 号認定

と 3 号認定を合わせた負担割合が概ね 50％以内を目途として保育料を設定してきた

ところ、3 号認定のみの割合を見ると、26 市平均で 54.5％と比較的高くなっている。 

このことから、50％を大きく超過している市においては、今後、引き下げを検討する

ところも出てくる可能性が考えられるため。 

 

④ 旧Ｄ５階層以降の階層について、受益者負担の適正化の観点から間差を平準化す

ることが望ましいと判断したため。 

 

（３）改定時期は、平成 32年（2020年）4月 1日とする。 

⇒平成 30年 9月 13 日開催の第 3回羽村市子ども・子育て会議で承認済み。 
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2
市

民
税

所
得

割
額

97
,0

00
～

10
9,

10
0未

満
18

,6
00

0
1,

80
0

26

D
5

所
得

税
額

50
,0

00
～

66
,0

00
未

満
20

,8
00

2,
20

0
48

D
11

旧
D

5
市

民
税

所
得

割
額

10
9,

10
0～

12
6,

80
0未

満
20

,8
00

0
2,

20
0

46

D
6

所
得

税
額

66
,0

00
～

83
,0

00
未

満
23

,2
00

2,
40

0
52

D
12

旧
D

6
市

民
税

所
得

割
額

12
6,

80
0～

14
8,

00
0未

満
23

,0
00

△
 2

00
2,

20
0

56

D
7

所
得

税
額

83
,0

00
～

10
2,

00
0未

満
25

,6
00

2,
40

0
45

D
13

旧
D

7
市

民
税

所
得

割
額

14
8,

00
0～

16
9,

00
0未

満
25

,2
00

△
 4

00
2,

20
0

46

D
8

所
得

税
額

10
2,

00
0～

13
5,

00
0未

満
27

,8
00

2,
20

0
63

D
14

旧
D

8
市

民
税

所
得

割
額

16
9,

00
0～

19
3,

00
0未

満
27

,4
00

△
 4

00
2,

20
0

55

D
9

所
得

税
額

13
5,

00
0～

17
0,

00
0未

満
30

,0
00

2,
20

0
42

D
15

旧
D

9
市

民
税

所
得

割
額

19
3,

00
0～

21
9,

00
0未

満
29

,6
00

△
 4

00
2,

20
0

47

D
10

所
得

税
額

17
0,

00
0～

20
2,

00
0未

満
32

,2
00

2,
20

0
38

D
16

旧
D

10
市

民
税

所
得

割
額

21
9,

00
0～

24
5,

00
0未

満
31

,8
00

△
 4

00
2,

20
0

33

D
11

所
得

税
額

20
2,

00
0～

23
5,

00
0未

満
34

,4
00

2,
20

0
16

D
17

旧
D

11
市

民
税

所
得

割
額

24
5,

00
0～

27
2,

00
0未

満
34

,0
00

△
 4

00
2,

20
0

21

D
12

所
得

税
額

23
5,

00
0～

29
0,

00
0未

満
36

,4
00

2,
00

0
20

D
18

旧
D

12
市

民
税

所
得

割
額

27
2,

00
0～

30
1,

00
0未

満
36

,2
00

△
 2

00
2,

20
0

17

D
13

所
得

税
額

29
0,

00
0～

34
5,

00
0未

満
38

,0
00

1,
60

0
13

D
19

旧
D

13
市

民
税

所
得

割
額

30
1,

00
0～

35
0,

00
0未

満
38

,4
00

40
0

2,
20

0
15

D
14

所
得

税
額

34
5,

00
0～

45
5,

00
0未

満
39

,6
00

1,
60

0
9

D
20

旧
D

14
市

民
税

所
得

割
額

35
0,

00
0～

39
7,

00
0未

満
40

,6
00

1,
00

0
2,

20
0

7

D
15

所
得

税
額

45
5,

00
0～

57
0,

00
0未

満
41

,2
00

1,
60

0
5

D
21

旧
D

15
、

16
市

民
税

所
得

割
額

39
7,

00
0～

50
0,

00
0未

満
42

,8
00

1,
60

0
2,

20
0

7

D
16

所
得

税
額

57
0,

00
0～

68
0,

00
0未

満
42

,2
00

1,
00

0
2

D
17

所
得

税
額

68
0,

00
0～

42
,8

00
60

0
9

D
22

旧
D

17
市

民
税

所
得

割
額

50
0,

00
0～

45
,0

00
2,

20
0

2,
20

0
6

56
2

56
2

人
数

3歳
未

満
児

（3
号

認
定

児
）

定
義

階
層

区
分

間
差

金
額

（標
準

）

3歳
未

満
児

（3
号

認
定

児
）

人
数

定
義

階
層

区
分

間
差
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 国
基

準
徴

収
額

と
の

利
用

者
負

担
額

比
較

表

【国
基

準
】
　

利
用

者
負

担
額

表

国
基

準
徴

収
金

（標
準

）

3
号

認
定

児
3
号

認
定

児
徴

収
割

合

①
生

活
保

護
世

帯
0

A
生

活
保

護
世

帯
0

1
0
0
.0

%

②
市

民
税

非
課

税
世

帯
9
,0

0
0

B
非

課
税

世
帯

0
0
.0

%

C
旧

C
1

均
等

割
の

み
3
,8

0
0

1
9
.5

%

D
1

旧
C

2
、

C
3

市
民

税
所

得
割

額
1
5
,0

0
0
円

未
満

5
,2

0
0

2
6
.7

%

D
2

旧
D

1
市

民
税

所
得

割
額

1
5
,0

0
0
～

2
9
,1

0
0
未

満
6
,4

0
0

3
2
.8

%

D
3

旧
D

2
－

1
市

民
税

所
得

割
額

2
9
,1

0
0
～

3
9
,0

0
0
未

満
7
,6

0
0

3
9
.0

%

D
4

旧
D

2
－

2
市

民
税

所
得

割
額

3
9
,0

0
0
～

4
8
,6

0
0
未

満
8
,8

0
0

4
5
.1

%

D
5

旧
D

2
－

3
市

民
税

所
得

割
額

4
8
,6

0
0
～

5
7
,7

0
0
未

満
1
0
,2

0
0

3
4
.0

%

D
6

旧
D

3
－

1
市

民
税

所
得

割
額

5
7
,7

0
0
～

6
9
,2

0
0
未

満
1
1
,8

0
0

3
9
.3

%

D
7

旧
D

3
－

2
市

民
税

所
得

割
額

6
9
,2

0
0
～

7
7
,1

0
1
未

満
1
3
,4

0
0

4
4
.7

%

D
8

旧
D

3
－

3
市

民
税

所
得

割
額

7
7
,1

0
1
～

8
7
,0

0
0
未

満
1
5
,0

0
0

5
0
.0

%

D
9

旧
D

4
－

1
市

民
税

所
得

割
額

8
7
,0

0
0
～

9
7
,0

0
0
未

満
1
6
,8

0
0

5
6
.0

%

D
1
0

旧
D

4
－

2
市

民
税

所
得

割
額

9
7
,0

0
0
～

1
0
9
,1

0
0
未

満
1
8
,6

0
0

4
1
.8

%

D
1
1

旧
D

5
市

民
税

所
得

割
額

1
0
9
,1

0
0
～

1
2
6
,8

0
0
未

満
2
0
,8

0
0

4
6
.7

%

D
1
2

旧
D

6
市

民
税

所
得

割
額

1
2
6
,8

0
0
～

1
4
8
,0

0
0
未

満
2
3
,0

0
0

5
1
.7

%

D
1
3

旧
D

7
市

民
税

所
得

割
額

1
4
8
,0

0
0
～

1
6
9
,0

0
0
未

満
2
5
,2

0
0

5
6
.6

%

D
1
4

旧
D

8
市

民
税

所
得

割
額

1
6
9
,0

0
0
～

1
9
3
,0

0
0
未

満
2
7
,4

0
0

4
4
.9

%

D
1
5

旧
D

9
市

民
税

所
得

割
額

1
9
3
,0

0
0
～

2
1
9
,0

0
0
未

満
2
9
,6

0
0

4
8
.5

%

D
1
6

旧
D

1
0

市
民

税
所

得
割

額
2
1
9
,0

0
0
～

2
4
5
,0

0
0
未

満
3
1
,8

0
0

5
2
.1

%

D
1
7

旧
D

1
1

市
民

税
所

得
割

額
2
4
5
,0

0
0
～

2
7
2
,0

0
0
未

満
3
4
,0

0
0

5
5
.7

%

D
1
8

旧
D

1
2

市
民

税
所

得
割

額
2
7
2
,0

0
0
～

3
0
1
,0

0
0
未

満
3
6
,2

0
0

5
9
.3

%

D
1
9

旧
D

1
3

市
民

税
所

得
割

額
3
0
1
,0

0
0
～

3
5
0
,0

0
0
未

満
3
8
,4

0
0

4
8
.0

%

D
2
0

旧
D

1
4

市
民

税
所

得
割

額
3
5
0
,0

0
0
～

3
9
7
,0

0
0
未

満
4
0
,6

0
0

5
0
.8

%

D
2
1

旧
D

1
5
、

1
6

市
民

税
所

得
割

額
3
9
7
,0

0
0
～

5
0
0
,0

0
0
未

満
4
2
,8

0
0

4
1
.2

%

D
2
2

旧
D

1
7

市
民

税
所

得
割

額
5
0
0
,0

0
0
～

4
5
,0

0
0

4
3
.3

%

⑥
市

民
税

所
得

割
課

税
額

3
0
1
,0

0
0
円

未
満

6
1
,0

0
0

⑦
市

民
税

所
得

割
課

税
額

3
9
7
,0

0
0
円

未
満

8
0
,0

0
0

⑧
市

民
税

所
得

割
課

税
額

3
9
7
,0

0
0
円

以
上

1
0
4
,0

0
0

③
市

民
税

所
得

割
課

税
額

4
8
,6

0
0
円

未
満

1
9
,5

0
0

④
市

民
税

所
得

割
課

税
額

9
7
,0

0
0
円

未
満

3
0
,0

0
0

⑤
市

民
税

所
得

割
課

税
額

1
6
9
,0

0
0
円

未
満

4
4
,5

0
0

利
用

者
負

担
額

（標
準

）

【市
基

準
】
　

利
用

者
負

担
額

表

国
階

層
市

階
層

区
分

定
義
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近隣市との利用者負担額比較表

A 生活保護世帯 0円 生活保護世帯 0円 生活保護世帯 0円 生活保護世帯 0円

B 非課税世帯 0円 非課税世帯 0円 非課税世帯 5,000円 非課税世帯 1,000円

C 均等割のみ 3,800円 均等割のみ 4,400円 均等割のみ 5,200円

～5,000 6,200円

⋮

500,000

500,000以上 D22 500,000～ 45,000円

5,000

10,000
15,000
20,000
25,000

60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000

30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000

120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000

90,000
95,000

100,000
105,000
110,000
115,000

185,000
190,000
195,000
200,000
205,000

150,000
155,000
160,000
165,000
170,000
175,000

400,000

D1

360,000
365,000
370,000
375,000
380,000
385,000

330,000
335,000
340,000
345,000
350,000
355,000

300,000
305,000
310,000
315,000
320,000
325,000

270,000
275,000
280,000
285,000

15,000～29,100D2

5,200円

29,100～39,000D3

6,400円

7,600円

390,000
395,000

290,000
295,000

240,000
245,000
250,000
255,000
260,000
265,000

210,000
215,000
220,000
225,000
230,000
235,000

180,000

69,200～77,101D7

77,101～87,000D8

87,000～97,000D9

39,000～48,600D4 8,800円

48,600～57,700D5

57,700～69,200D6

10,200円

11,800円

148,000～169,000D13

169,000～193,000D14

193,000～219,000D15

97,000～109,100D10

109,100～126,800D11

126,800～148,000D12

301,000～350,000D19

350,000～397,000D20

397,000～500,000D21

219,000～245,000D16

245,000～272,000D17

272,000～301,000D18

61,000～73,000 10,200円

36,200円

38,400円

40,600円

42,800円

23,000円

25,200円

27,400円

29,600円

31,800円

34,000円

13,400円

15,000円

16,800円

18,600円

20,800円

117,000～137,000 19,500円

137,000～157,000 23,300円

157,000～169,000 26,900円

73,000～85,000 12,200円

85,000～97,000 14,300円

97,000～117,000 16,400円

229,000～249,000 35,200円

249,000～269,000 37,200円

269,000～289,000

289,000～301,000

38,900円

40,400円

169,000～189,000 29,300円

189,000～209,000 31,400円

209,000～229,000 33,300円

397,000～

43,200円

44,300円

45,600円

47,000円

301,000～321,000 41,800円

321,000～341,000

341,000～361,000

361,000～397,000

115,000～133,000 22,000円

133,000～151,000 24,000円

151,000～169,000 26,000円

14,000円

72,800～84,900 16,000円

84,900～97,000 18,000円

97,000～115,000 20,000円

60,700～72,800

397,000～ 58,000円

268,000～301,000 39,000円

301,000～349,000 43,000円

349,000～397,000 48,000円

169,000～202,000 29,000円

202,000～235,000 32,000円

235,000～268,000 35,000円

40,900～48,600 11,000円

48,600～57,200 12,200円

青梅市

5,000～24,300 7,000円

24,300～32,600 8,200円

あきる野市羽村市 福生市

～48,600 10,000円

48,600～60,700 12,000円

5,400円

6,500円

～24,300

24,300～48,600

48,600～61,000 8,500円

～15,000

385,600～ 48,200円

153,300～173,300 38,400円

173,300～213,600 40,300円

213,600～253,900 42,300円

103,000～115,700 31,600円

115,700～134,300 34,100円

134,300～153,300 36,200円

7,500
12,500
17,500
22,500
27,500
32,500

253,900～314,800 44,100円

314,800～385,600 45,900円

77,800～84,300 20,300円

84,300～91,300 24,700円

91,300～103,000 28,600円

57,200～64,700 15,500円

64,700～71,300 15,800円

71,300～77,800 16,600円

32,600～40,900 9,600円

67,500
72,500
77,500
82,500
87,500
92,500

37,500
42,500
47,500
52,500
57,500
62,500

127,500
132,500
137,500
142,500
147,500
152,500

97,500
102,500
107,500
112,500
117,500
122,500

187,500
192,500
197,500
202,500
207,500
212,500

157,500
162,500
167,500
172,500
177,500
182,500

297,500
302,500

247,500
252,500
257,500
262,500
267,500
272,500

217,500
222,500
227,500
232,500
237,500
242,500

397,500

市民税所得割額

367,500
372,500
377,500
382,500
387,500
392,500

337,500
342,500
347,500
352,500
357,500
362,500

307,500
312,500
317,500
322,500
327,500
332,500

277,500
282,500
287,500
292,500
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 現
行
利
用
者
負
担
額
と
改
定
後
の
比
較
（
世
帯
年
収
4
0
0
万
円
の
場
合
）

定
義

＊
世
帯
年
収
を
4
0
0
万
円
と
し
て
試
算

＊
世
帯
は
夫
婦
及
び
そ
の
子
ど
も
で
構
成

＊
夫
婦
共
働
き
と
し
、
生
計
中
心
者
が
常
勤
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
、
配
偶
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
程
度
(所

得
税
非
課
税
)を

想
定

＜
現
行
の
利
用
者
負
担
額
(所

得
税
ベ
ー
ス
)＞

＜
改
定
後
の
利
用
者
負
担
額
(住

民
税
ベ
ー
ス
)＞

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
3
人
の
ケ
ー
ス

内
　
訳

4
,0
0
0
,0
0
0
円

2
,6
6
0
,0
0
0
円

2
,4
4
8
,2
8
9
円

2
1
1
,0
0
0
円

1
0
,5
0
0
円

D
2
-2

5
4
8
,2
8
9
円

社
会
保
険
料
控
除

8
,8
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

1
,1
4
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
2
人
の
ケ
ー
ス

　
住
民
税
を
算
定
基
礎
と
す
る
ケ
ー
ス
(1
6
歳
未
満
の
子
ど
も
の
み
を
想
定
)

内
　
訳

内
　
訳

4
,0
0
0
,0
0
0
円

2
,6
6
0
,0
0
0
円

2
,0
6
8
,2
8
9
円

5
9
1
,0
0
0
円

2
9
,5
0
0
円

D
3
-3

4
,0
0
0
,0
0
0
円

2
,6
6
0
,0
0
0
円

1
,2
0
8
,2
8
9
円

1
,4
5
1
,0
0
0
円

8
4
,0
0
0
円

D
8
(旧

D
3
-3
)

5
4
8
,2
8
9
円

社
会
保
険
料
控
除

1
5
,0
0
0
円

5
4
8
,2
8
9
円

社
会
保
険
料
控
除

1
5
,0
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
3
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

3
3
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

7
6
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

年
少
扶
養
控
除

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
1
人
の
ケ
ー
ス

内
　
訳

4
,0
0
0
,0
0
0
円

2
,6
6
0
,0
0
0
円

1
,6
8
8
,2
8
9
円

9
7
1
,0
0
0
円

4
8
,5
0
0
円

D
4
-2

5
4
8
,2
8
9
円

社
会
保
険
料
控
除

1
8
,6
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

課
税
額

課
税
額

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

課
税
額

利
用
者
負
担
額

階
　
層

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

課
税
額
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 現
行
利
用
者
負
担
額
と
改
定
後
の
比
較
（
世
帯
年
収
6
3
7
万
円
の
場
合
）

定
義

＊
世
帯
年
収
を
6
3
7
万
円
と
し
て
試
算

＊
世
帯
は
夫
婦
及
び
そ
の
子
ど
も
で
構
成

＊
夫
婦
共
働
き
と
し
、
生
計
中
心
者
が
常
勤
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
、
配
偶
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
程
度
(所

得
税
非
課
税
)を

想
定

＜
現
行
の
利
用
者
負
担
額
(所

得
税
ベ
ー
ス
)＞

＜
改
定
後
の
利
用
者
負
担
額
(住

民
税
ベ
ー
ス
)＞

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
3
人
の
ケ
ー
ス

内
　
訳

6
,3
7
0
,0
0
0
円

4
,5
5
4
,4
0
0
円

2
,7
7
3
,1
5
1
円

1
,7
8
1
,0
0
0
円

8
9
,0
0
0
円

D
7

8
7
3
,1
5
1
円

社
会
保
険
料
控
除

2
5
,6
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

1
,1
4
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
2
人
の
ケ
ー
ス

　
住
民
税
を
算
定
基
礎
と
す
る
ケ
ー
ス
(1
6
歳
未
満
の
子
ど
も
の
み
を
想
定
)

内
　
訳

内
　
訳

6
,3
7
0
,0
0
0
円

4
,5
5
4
,4
0
0
円

2
,3
9
3
,1
5
1
円

2
,1
6
1
,0
0
0
円

1
1
8
,6
0
0
円

D
8

6
,3
7
0
,0
0
0
円

4
,5
5
4
,4
0
0
円

1
,5
3
3
,1
5
1
円

3
,0
2
1
,0
0
0
円

1
7
9
,7
0
0
円

D
1
4
(旧

D
8
)

8
7
3
,1
5
1
円

社
会
保
険
料
控
除

2
7
,8
0
0
円

8
7
3
,1
5
1
円

社
会
保
険
料
控
除

2
7
,4
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
3
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

3
3
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

7
6
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

年
少
扶
養
控
除

　
所
得
税
を
算
定
基
礎
と
し
、
子
ど
も
1
人
の
ケ
ー
ス

内
　
訳

6
,3
7
0
,0
0
0
円

4
,5
5
4
,4
0
0
円

2
,0
1
3
,1
5
1
円

2
,5
4
1
,0
0
0
円

1
5
6
,6
0
0
円

D
9

8
7
3
,1
5
1
円

社
会
保
険
料
控
除

3
0
,0
0
0
円

3
8
0
,0
0
0
円

基
礎
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

配
偶
者
控
除

3
8
0
,0
0
0
円

年
少
扶
養
控
除

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

年
収

利
用
者
負
担
額

階
　
層

課
税
額

課
税
標
準
額

控
除
額

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

課
税
標
準
額

課
税
額

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

課
税
額

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収

給
与
所
得

控
除
後
の

金
額

控
除
額

課
税
標
準
額

課
税
額

利
用
者
負
担
額

階
　
層

年
収



23 

 

 東
京

都
に

お
け

る
多

子
世

帯
に

対
す

る
新

た
な

支
援

に
つ

い
て

第
3
子

第
2
子

第
1
子

第
3
子

第
2
子

第
1
子

半
 額

全
 額

無
 償

半
 額

　
　
現
状
で
は
、
第
1
子
の
年
齢
や
世
帯
収
入
に
よ
っ
て
、
第
2
子
以
降
の
利
用
者
負
担
額
の
負
担
軽
減
制
度
に
差
が
生
じ
て
い
る
。

　
　
具
体
的
に
は
、
年
収
3
6
0
万
円
未
満
相
当
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
年
齢
制
限
な
く
児
童
の
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
が
、
年
収
3
6
0
万
円
以
上
の
世
帯
で
は
、
小
学
校
就
学
前

　
の
児
童
の
み
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
新
た
な
支
援
策
で
は
、
年
収
に
関
わ
ら
ず
、
年
齢
制
限
な
く
児
童
の
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
、
第
２
子
の
利
用
者
負
担
額
を
半
額
、
第
3
子
以
降
の
利
用
者
負
担
額
を
無
償
と

　
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

就
学
(小

学
1
年
～
)

未
就
学
（
0
～
5
歳
)

未
就
学
（
0
～
5
歳
)

就
学
(小

学
1
年
～
)

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
の
イ
メ
ー
ジ

＜
現

状
＞

＜
新
た
な
支
援
実
施
後
＞

■
第
１
子
の
年
齢
や
世
帯
収
入
で
減
免
に
差
が
生
じ
る
。

■
第
１
子
の
年
齢
や
世
帯
収
入
に
関
わ
ら
ず
減
免
。
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対
象

児
童

（
児

童
福

祉
法

第
6
条

の
3
第

2
項

）

設
備

及
び

運
営

の
基

準

（
法

第
3
4
条

の
8
の

2
）

市
町

村
の

関
与

（
法

第
3
4
条

の
8
第

2
項

）
市

町
村

の
情

報
収

集
（
法

第
2
1
条

の
1
1
）

事
業

の
実

施
の

促
進

（
法

第
5
6
条

の
7
第

2
項

）

  
1

/3
 

 1
/
3

  
1

/3
  

1
/
3

✛
  

1
/3

  
1
/
3

 

 　
お

お
む

ね
１

０
歳

未
満

の
留

守
家

庭
の

小
学

生

留
守

家
庭

の
小

学
生

※
保

護
者

の
就

労
だ

け
で

な
く
、

保
護

者
の

疾
病

や
介

護
な

ど
も

該
当

す
る

こ
と

を
地

方
自

治
体

を
は

じ
め

関
係

者
に

周
知

す
る

。
（衆

／
参

・附
帯

決
議

）

特
段

の
定

め
な

し

国
が

省
令

で
基

準
を

定
め

、
市

町
村

で
条

例
を

制
定

［
従

事
す

る
者

及
び

員
数

…
従

う
べ

き
基

準
］

［
施

設
、

開
所

日
数

、
時

間
な

ど
…

参
酌

す
べ

き
基

準
］

子
育

て
支

援
事

業
に

関
し

、
必

要
な

情
報

の
提

供
子

育
て

支
援

事
業

に
関

し
、

必
要

な
情

報
の

収
集

及
び

提
供

特
段

の
定

め
な

し
市

町
村

の
公

有
財

産
（
学

校
の

余
裕

教
室

な
ど

）
 の

貸
付

け
等

に
よ

る
事

業
の

促
進

新
制

度
施

行
前

新
制

度
施

行
後

（
平

成
２

７
年

４
月

～
）

開
始

後
１

ヶ
月

以
内

に
事

後
の

届
け

出
な

ど

　
　

　
　

学
童

ク
ラ

ブ
の

主
な

法
改

正
事

項
 

事
業

開
始

前
の

事
前

の
届

け
出

な
ど

［
届

け
出

先
：
都

道
府

県
］

［
届

け
出

先
：
市

町
村

］

計
画

等
（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
第

6
1
条

）

・
「
市

町
村

行
動

計
画

」
の

策
定

。

・
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

次
世

代
育

成
支

援
対

策
を

推
進

す
る

努
力

義
務

・
「
市

町
村

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

」
の

策
定

保
護

者
負

担

事
業

主
拠

出
金

（
国

）

  
都

道
府

県

市
町

村

事
業

主
拠

出
金

（
国

）

都
道

府
県

  

市
町

村

費
用

負
担

割
合

※
質

の
改

善
（
向

上
）
に

か
か

る
費

用
に

つ
い

て
、

事
業

主
拠

出
金

は
充

当
し

な
い

。
（
平

成
２

４
年

３
月

２
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
）

※
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

に
従

事
す

る
者

の
処

遇
改

善
に

資
す

る
た

め
の

施
策

に
つ

い
て

検
討

を
加

え
、

所
要

の
措

置
を

講
ず

る
。

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
附

則
第

２
条

第
３

項
）

※
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
量

的
拡

充
及

び
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
安

定
財

源
の

確
保

に
努

め
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
同

法
附

則
第

３
条

）

※
幼

児
教

育
・
保

育
・
子

育
て

支
援

の
質

・
量

の
充

実
を

図
る

た
め

に
は

、
１

兆
円

超
程

度
の

財
源

が
必

要
 で

あ
り

、
今

回
の

消
費

税
率

の
引

上
げ

に
よ

り
確

保
す

る
０

．
７

兆
円

程
度

以
外

の
０

．
３

兆
円

超
に

つ
い

て
、

速
や

か
に

確
保

の
道

筋
を

示
す

。
（
参

・
附

帯
決

議
）

保
護

者
負

担

質
の

向
上

に
か

か
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

税
制

抜
本

改
革

に
よ

る
財

源
確

保
を

前
提

（
公

費
）

※
総

事
業

費
の

1
/
2
程

度
を

保
護

者
負

担
と

整
理

の
う

え
予

算
計

上
し

て
い

る
。

　
出

典
　

：
　

第
4
回

  
  

社
会

保
障

審
議

会
児

童
部

会
放

課
後

児
童

対
策

に
関

す
る

専
門

委
員

会
　

　
参

考
資

料
２

　
　

　
（平

成
3
0
年

1
月

2
9
日

）

・
区

域
ご

と
の

事
業

量
の

見
込

み
や

提
供

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
法

律
上

に
規

定
・
総

合
的

か
つ

計
画

的
に

事
業

を
実

施
す

る
責

務

※
地

域
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

に
つ

い
て

は
、

住
民

の
ニ

ー
ズ

を
市

町
村

の
事

業
計

画
に

的
確

に
反

映
 さ

せ
る

と
と

も
に

、
市

町
村

の
事

業
計

画
に

掲
げ

ら
れ

た
各

年
度

の
取

組
に

応
じ

て
、

住
民

に
と

っ
て

必
要

 な
量

の
確

保
と

質
の

改
善

を
図

る
た

め
の

財
政

支
援

を
行

う
仕

組
み

と
す

る
こ

と
。

（
参

・
附

帯
決

議
）
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 １
．

利
用

料
徴

収
・
減

免
の

有
無

１
．

利
用

料
徴

収
の

有
無

1
,4

1
8

1
,1

9
9

注
：
( 

  
  

  
  

  
)内

は
全

ク
ラ

ブ
数

(2
9
年

：
2
4
,5

7
3
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。

注
1
：
( 

  
  

  
  

  
 )

内
は

ク
ラ

ブ
実

施
市

町
村

数
(2

9
年

1
,6

1
9
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。

注
2
：
［
  

  
  

 ］
内

は
利

用
料

の
徴

収
を

行
っ

て
い

る
市

町
村

数
(2

9
年

1
,4

1
8
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。

２
．

平
均

月
額

利
用

料
金

の
状

況

２
．

利
用

料
減

免
の

対
象

（
複

数
回

答
）

5
3
7

( 
  

2
.6

%
)

(1
9
.5

%
)

8
9
3

(5
5
.2

%
)

［
7
4
.5

%
］

4
,0

3
4

( 
1
9
.5

%
)

(1
9
.6

%
)

4
3
8

(2
7
.1

%
)

［
3
6
.5

%
］

5
,8

3
2

( 
2
8
.1

%
)

1
2
2

( 
 7

.5
%
)

［
1
0
.2

%
］

4
,6

8
8

( 
2
2
.6

%
)

3
0
1

(1
8
.6

%
)

［
2
5
.1

%
］

2
,6

7
6

( 
1
2
.9

%
)

4
0
9

(2
5
.3

%
)

［
3
4
.1

%
］

1
,5

6
6

( 
  

7
.6

%
)

6
6
4

(4
1
.0

%
)

［
5
5
.4

%
］

5
1
4

( 
  

2
.5

%
)

4
6
5

(2
8
.7

%
)

［
3
8
.8

%
］

3
3
4

( 
  

1
.6

%
)

9
2

( 
 5

.7
%
)

［
  

7
.7

%
］

5
5
5

( 
  

2
.7

%
)

注
1
：
( 

  
  

  
  

  
 )

内
は

ク
ラ

ブ
実

施
市

町
村

数
(2

9
年

1
,6

1
9
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。
2
0
,7

3
6

(1
0
0
.0

%
)

注
2
：
［
  

  
  

 ］
内

は
利

用
料

の
減

免
を

行
っ

て
い

る
市

町
村

数
(2

9
年

1
,1

9
9
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。
注

：
( 

  
  

  
  

 )
 内

は
学

童
ク

ラ
ブ

で
利

用
料

の
徴

収
を

行
っ

て
い

る
ク

ラ
ブ

数
（
2
9
年

：
2
0
,7

3
6
）
に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。

３
．

所
得

額
に

よ
る

利
用

料
加

算
の

有
無

３
．

利
用

料
の

減
免

の
有

無

注
：
( 

  
  

  
  

)内
は

ク
ラ

ブ
実

施
市

町
村

数
(2

9
年

：
1
,6

1
9
)に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。
注

：
( 

  
  

  
  

 )
内

は
学

童
ク

ラ
ブ

で
利

用
料

の
徴

収
を

行
っ

て
い

る

ク
ラ

ブ
数

（
2
9
年

：
2
0
,7

3
6
）
に

対
す

る
割

合
で

あ
る

。

利
用

料
の

徴
収

を
行

っ
て

い
る

利
用

料
の

減
免

を
行

っ
て

い
る

利
用

料
の

月
額

2
,0

0
0
円

未
満

利
用

料
減

免
の

対
象

＜
ク

ラ
ブ

に
対

す
る

調
査

＞

  
  

  
  

2
,0

0
0
  

～
  

  
4
,0

0
0
円

未
満

平
成

 ２
９

 年

平
成

 ２
９

 年

平
成

 ２
９

 年  (
8
7
.6

%
)

平
成

 ２
９

 年

平
成

２
９

年

6
3
  

  
  

  
 (

3
.9

%
)

平
成

 ２
９

 年

　
　

1
7
,0

1
6
  

  
  

 (
8
2
.1

%
)

2
0
,7

3
6
  

  
  

  
(8

4
.4

%
)

利
用

料
の

減
免

を
行

っ
て

い
る

計

  
  

  
  

4
,0

0
0
  

～
  

  
6
,0

0
0
円

未
満

  
  

  
  

6
,0

0
0
  

～
  

  
8
,0

0
0
円

未
満

利
用

料
の

徴
収

を
行

っ
て

い
る

［
8
4
.6

%
］

1
6
,0

0
0
円

以
上

  
  

  
  

8
,0

0
0
  

～
  

1
0
,0

0
0
円

未
満

  
  

  
1
0
,0

0
0
  

～
  

1
2
,0

0
0
円

未
満

  
  

  
1
2
,0

0
0
  

～
  

1
4
,0

0
0
円

未
満

生
活

保
護

受
給

世
帯

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

所
得

税
非

課
税

・
市

町
村

民
税

課
税

世
帯

  
  

  
1
4
,0

0
0
  

～
  

1
6
,0

0
0
円

未
満

  
  

 を
実

施
し

て
い

る
市

町
村

数
は

1
,4

1
8
市

町
村

（
ク

ラ
ブ

実
施

市
町

村
数

の
約

9
割

）
。

○
　

学
童

ク
ラ

ブ
に

係
る

利
用

者
負

担
に

つ
い

て
は

、
月

額
4
,0

0
0
円

～
6
,0

0
0
円

に
最

も
多

く
分

布
し

て
い

る
。

そ
の

他
市

町
村

が
定

め
る

場
合

そ
の

他
ク

ラ
ブ

が
定

め
る

場
合

○
  

利
用

料
を

徴
収

し
て

い
る

市
町

村
の

多
く

が
利

用
料

の
減

免
措

置
を

実
施

し
て

い
る

。
（
減

免
措

置
実

施
市

町
村

数
：
1
,1

9
9
市

町
村

）

○
  

一
定

水
準

以
上

の
所

得
の

あ
る

世
帯

等
に

対
し

て
利

用
料

の
加

算
を

行
っ

て
い

る
市

町
村

等
が

あ
る

。
（
加

算
実

施
市

町
村

数
：
6
3
市

町
村

）

出
典

　
：
　

第
4
回

  
  
社

会
保

障
審

議
会

児
童

部
会

放
課

後
児

童
対

策
に

関
す

る
専

門
委

員
会

　
　

参
考

資
料

２
　

（
平

成
3
0
年

1
月

2
9
日

）

利
用

料
の

加
算

一
定

水
準

以
上

の
所

得
の

あ
る

世
帯

等
に

つ
い

て
、

利
用

料
の

加
算

を
行

っ
て

い
る

就
学

援
助

受
給

世
帯

ひ
と

り
親

世
帯

兄
弟

姉
妹

利
用

世
帯

学
童

ク
ラ

ブ
に

お
け

る
利

用
者

負
担

に
つ

い
て

（
平

成
2
9
年

 放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
（
学

童
ク

ラ
ブ

）
の

実
施

状
況

調
査

（
毎

年
５

月
１

日
時

点
）
）

＜
市

町
村

に
対

す
る

調
査

＞

○
　

学
童

ク
ラ

ブ
の

利
用

者
負

担
に

つ
い

て
は

、
現

行
、

「
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
か

ら
徴

収
す

る
こ

 と
が

で
き

る
」
と

さ
れ

て
お

り
、

利
用

料
徴

収
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羽村市の学童クラブ育成料の推移 

年度 育成料(月額) クラブ数 
月平均登録児童数 

(一日平均登所児童数) 

Ｈ１１ 
4,000 円 

（２子以降は 2,500 円） 
７ ３１４ （１９１） 

１２ 4,000 円 ８ ３１７ （１７３） 

１３ 4,000 円 ８ ３５７ （２１２） 

１４ 4,000 円 ８ ３８０ （２３０） 

１５ 4,000 円 ８ ３９９ （２４４） 

１６ 4,000 円 ８ ４１９ （２５９） 

１７ 4,000 円 ８ ４５８ （２６３） 

１８ 4,000 円 ９ ４９４ （３１５） 

１９ 4,000 円 ９ ５３４ （３４０） 

２０ 4,000 円 ９ ５６０ （３５２） 

２１ 4,000 円 ９ ５６９ （３５２） 

２２ 4,000 円 １１ ５８１ （３５７） 

２３ 4,000 円 １２ ６０４ （３７０） 

２４ 4,000 円 １２ ５４０ （３２５） 

２５ 4,000 円 １２ ５１６ （３０２） 

２６ 4,000 円 １２ ５５８  （３２７） 

２７ 4,000 円 １２ ５５４  （３１７） 

２８ 4,000 円 １２ ６２３  （３６１） 

２９ 4,000 円 １２ ５８３  （３３２） 

３０ 

4,000 円 

（延長定期利用 1,500 円） 

（一時利用 200 円／回） 

１２ 
６１９  （３６５） 

10 月まで 

※おやつ代は、月額 1,500 円実費徴収 
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支出額 登録児童
③

（①/②）年間

④（③/12）

月額
⑤育成料

⑥（⑤/④）
負担率

⑦（④-⑤）
金額

⑧（⑦/④）
負担率

1 小金井市 308,328,965 947 325,585 27,132 9,000 円 33.2% 18,132 66.8%

2 武蔵野市 407,893,774 916 445,299 37,108 8,000 円 21.6% 29,108 78.4% 〇

3 国分寺市 384,863,669 1,077 357,348 29,779 7,500 円 25.2% 22,279 74.8% 〇

4 八王子市 2,015,124,752 5,828 345,766 28,814 7,000 円 24.3% 21,814 75.7% 〇

5 東久留米市 307,380,740 1,051 292,465 24,372 6,600 円 27.1% 17,772 72.9% 〇

6 国立市 159,434,951 590 270,229 22,519 6,500 円 28.9% 16,019 71.1%

7 武蔵村山市 101,751,384 647 157,266 13,106 6,500 円 49.6% 6,606 50.4% 〇

8 三鷹市 581,386,048 1,566 371,255 30,938 6,000 円 19.4% 24,938 80.6%

9 町田市 1,202,433,271 3,581 335,781 27,982 6,000 円 21.4% 21,982 78.6%

10 日野市 642,805,572 1,841 349,161 29,097 6,000 円 20.6% 23,097 79.4%

11 多摩市 774,789,373 1,501 516,182 43,015 6,000 円 13.9% 37,015 86.1% 〇

12 西東京市 565,768,954 1,938 291,934 24,328 6,000 円 24.7% 18,328 75.3%

13 小平市 506,771,961 1,534 330,360 27,530 5,500 円 20.0% 22,030 80.0% 〇

14 東村山市 561,909,422 1,489 377,374 31,448 5,500 円 17.5% 25,948 82.5%

15 青梅市 420,869,917 1,366 308,104 25,675 5,000 円 19.5% 20,675 80.5%

16 府中市 483,182,447 1,905 253,639 21,137 5,000 円 23.7% 16,137 76.3%

17 調布市 999,539,225 1,734 576,436 48,036 5,000 円 10.4% 43,036 89.6%

18 清瀬市 168,989,908 615 274,780 22,898 5,000 円 21.8% 17,898 78.2%

19 稲城市 259,765,056 697 372,690 31,058 5,000 円 16.1% 26,058 83.9%

20 昭島市 264,038,996 1,131 233,456 19,455 4,500 円 23.1% 14,955 76.9%

21 東大和市 154,154,707 726 212,334 17,695 4,500 円 25.4% 13,195 74.6%

22 立川市 549,878,813 1,638 335,701 27,975 4,000 円 14.3% 23,975 85.7%

23 福生市 159,541,374 679 234,965 19,580 4,000 円 20.4% 15,580 79.6%

24 狛江市 197,208,010 501 393,629 32,802 4,000 円 12.2% 28,802 87.8% 〇

25 羽村市 97,897,801 583 167,921 13,993 4,000 円 28.6% 9,993 71.4%

26 あきる野市 154,983,766 896 172,973 14,414 3,000 円 20.8% 11,414 79.2%

*育成料を赤字で表示している金額は、金額の設定が段階的に設定してある自治体（最高額を表示）

出典：東京都各市町学童クラブ実施状況調査（Ｈ30.年版）

間食代含む

平成29年度　各市の育成料負担率

市負担②月平均①年間コスト
市町村名

1人あたりのコスト 利用者負担

*年間コストには、建設改良費はふくまない。
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 コ
　
ス
　
ト
　
計
　
算
　
表

名
称
：

単
位
：
円

＊
個
人
月
額
コ
ス
ト
比
較

（
単
位
：
円
）

運
営
に
要
す
る
経
費
費

維
持
管
理
に
要
す
る
経
費

区
分

１
人
あ
た
り

人
件
費

職
員
人
件
費

8
,5
8
5
,0
0
0

コ
ス
ト

金
額

負
担
率

金
額

負
担
率

報
酬

8
6
,4
6
9
,5
7
2

A
B

C
＝
B
/
A
(%
）

D
＝
A
-
B

E
＝
D
/
A
(%
）

小
　
　
計

9
5
,0
5
4
,5
7
2

0

物
件
費

賃
金

　
　

旅
費

3
3
,5
6
8

需
用
費

1
,4
3
4
,5
3
5

2
,6
7
7
,9
7
4

役
務
費

7
9
4
,9
1
5

1
1
8
,0
0
0

1
,0
9
1
,0
0
0
（
延
長
育
成
料
）
/
5
8
3
人
/
1
2
ヵ
月
＝
1
5
6
円

委
託
料

5
2
,2
7
2

9
4
7
,8
4
7

使
用
料
・
賃
借
料

1
3
,0
0
0

5
,1
4
5
,7
8
6

金
額

負
担
率

金
額

負
担
率

金
額

負
担
率

原
材
料
費

8
3
,6
0
4

B
C
＝
B
/
A
(%
）

B
C
＝
B
/
A
(%
）

B
C
＝
B
/
A
(%
）

備
品
購
入
費

8
3
,8
0
8

4
2
,9
2
0

3
,0
0
0

2
1
.4
%

5
,0
0
0

3
5
.7
%

6
,0
0
0

4
2
.9
%

そ
の
他

3
,1
5
6

2
2
.6
%

5
,1
5
6

3
6
.8
%

6
,1
5
6

4
4
.0
%

小
　
　
計

2
,4
1
2
,0
9
8

9
,0
1
6
,1
3
1

維
持
補
修
費

施
設
修
繕
料

　
公
費
負
担
内
訳

市
国

都

工
事
請
負
費

負
担
率

F
＝
D
*
1
/
3

F
＝
D
*
1
/
3

F
＝
D
*
1
/
3

そ
の
他

3
,3
3
1

3
,3
3
1

3
,3
3
1

小
　
　
計

0
0

3
,8
3
7

3
,0
0
0

3
,0
0
0

補
助
費
等

役
務
費

　
　

負
担
金
・
補
助
交
付
金

＊
総
額
コ
ス
ト
比
較

（
単
位
：
円
）

そ
の
他

小
　
　
計

0
0

金
額

負
担
率

金
額

負
担
率

8
8
,8
8
1
,6
7
0

9
,0
1
6
,1
3
1

A
（
＊
1
）

B
（
＊
2
）

C
＝
B
/
A
(%
）

D
＝
A
-
B

E
＝
D
/
A
(%
）

＊
子
ど
も
子
育
て
支
援
交
付
金
の
実
績
報
告
は
建
設
改
良
費
を
含
ん
で
提
出
し
て
い
る
。

＊
現
年
分
の
育
成
料
の
み
の
金
額
（
延
長
育
成
料
、
過
年
度
分
は
含
ま
な
い
）

公
費
負
担
内
訳

市
国

都

年
額

月
額

負
担
率

F
＝
D
*
1
/
3

F
＝
D
*
1
/
3

F
＝
D
*
1
/
3

１
人
あ
た
り
コ
ス
ト

歳
出
総
額
試
算

1
6
7
,9
2
1

1
3
,9
9
3

金
額

2
4
,6
2
0
,3
0
1

2
4
,6
1
9
,0
0
0

2
4
,6
1
9
,0
0
0

2
8
.6
%

2
4
,0
3
9
,5
0
0

2
4
.6
%

7
3
,8
5
8
,3
0
1

7
5
.4
%

コ
ス
ト

7
1
.4
%

1
3
,9
9
3

4
,1
5
6

2
9
.7
%

年
　
間
　
コ
　
ス
　
ト

9
7
,8
9
7
,8
0
1

区
分

9
7
,8
9
7
,8
0
1

利
用
者
負
担
分
（
手
数
料
）

歳
出
総
額
試
算

利
用
者
負
担
分
（
手
数
料
）

利
用
者
負
担
分
（
手
数
料
）

歳
出
総
額
試
算

＊
延
長
歳
入
加
算

9
,8
3
7

7
0
.3
%

Ｈ
２
９
年
度
　
　
　
学
童
ク
ラ
ブ
育
成
料

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

利
用
者
負
担
分
（
手
数
料
）

歳
出
総
額
試
算

1
3
,9
9
3

4
,0
0
0

公
費
負
担
分
（
補
助
金
含
む
）

*
職
員
人
件
費
は
、
担
当
係
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年
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与
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0
％
+
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当
職
員
年
間
給
与
9
0
％
を
表
記
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持
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理
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経
費
の
需
用
費
の
額
は
建
設
改
良
費
8
8
1
,7
9
6
円
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く

＊
年
間
コ
ス
ト
合
計
額
は
、
担
当
職
員
分
8
,5
8
5
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0
0
円
、
建
設
改
良
費
8
8
1
,7
9
6
円
を

　
除
く 月
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数
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8
3
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9
3

金
額

利
用
者
負
担
分
（
手
数
料
）

公
費
負
担
分
（
補
助
金
含
む
）


